
















＜コーポレートガバナンス図＞

＜業務執行組織＞

【ご参考】当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

　また、社長の直轄機関として業務監査室を設置しており、定期的、また必要に応じて適宜に内部監査を実施することとしております。

     ＜適時開示に係る社内体制の概略図＞
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以　　上　　

　当社は、重要な決定事項について原則として毎月１回開催する取締役会にて決定しており、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し
決定しております。決定された重要事実について、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い、開示が必要となる場合には迅速に開
示するよう努めております。
　また、重要事実が発生した場合は、その当該事実を認識した部署から所管本部長を通じて速やかに代表取締役および情報取扱責任者(管
理本部担当取締役)に報告され、適時開示規則に従い、開示が必要か否かを常務会にて検討し、開示が必要となる場合には迅速に開示す
るよう努めております。
　なお、当社は投資家の皆様の利便を考慮し、自社ホームページにおいても開示情報を掲載しております。
　当社は、「内部者取引に関する規程」の中で、公表に関しては代表取締役又はその委任を受けた者が行うものとし、その所管部は有価証
券届出書、有価証券報告書関係については経理部、決算短信等の証券取引所関連事項および報道機関等については総務部、前記に該当
しない事項については原則として業務部が統括のうえ個別に指示・対応する体制をとっております。
　「役職員行動規範」ならびに「内部者取引に関する規程」を制定し、コンプライアンス委員会を中心として社内周知を図っており、重要事実を
はじめとして開示情報に該当する事項についての取扱いについて、社内外に対する守秘義務はもとより法令遵守することを徹底しておりま
す。
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